
 

平成２６年５月８日 

 

各      位 

                     会 社 名  三重交通グループホールディングス株式会社 

                     代表者名  取締役社長  岡本 直之 

                          （コード：３２３２ 名証第一部） 

                     問合せ先  総務人事グループ部長  梅山 治久 

                          （TEL.  ０５９－２１３－０３５１） 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日の取締役会において、平成２６年６月２０日開催予定の第８期定時株主総会に、定款の

一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

（１）経営環境の急激な変化及び今後の事業拡大に対応できる経営体制の強化を図るため、定款第

18条に定める取締役の員数を変更するものであります。 

（２）監査体制の一層の強化・充実を図るため、定款第 28条に定める監査役の員数を変更するもの

であります。 

 

２．変更の内容 

  次のとおりであります。                  

                                   （下線は変更部分） 

現行条文 変更条文案 

第 4 章 取締役及び取締役会 

 （員 数） 

第 18条 当会社の取締役は15名以内とする。

 

第 5 章 監査役及び監査役会 

 （員 数） 

第28条 当会社の監査役は5名以内とする。 

第 4 章 取締役及び取締役会 

 （員 数） 

第 18条 当会社の取締役は10名以上とする。

 

第 5 章 監査役及び監査役会 

 （員 数） 

第28条 当会社の監査役は3名以上とする。 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催予定日  平成２６年６月２０日（金曜日） 

  定款変更の効力発生日         平成２６年６月２０日（金曜日） 

以 上 


